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北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領（令和４年７月 13日付け技普第 693 号北海道農政部長通知）の一部改正新旧対照表 

改 正 後 現   行 改正理由 

北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領 

 

令和４年７月１３日付け技普第693号農政部長通知 

改正 令和５年５月１１日付け技普第227号農政部長通知 

 改正 令和６年４月１日付け技普第1825号農政部長通知 

第１ 趣旨 

  新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月29日付け３経営第314

2号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱⑴」という。）別表の１

「経営発展支援事業」、新規就農者確保緊急対策実施要綱（令和３年12

月20日付け３経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱

⑵」という。）別表の６「初期投資促進事業」及び新規就農者確保緊急

円滑化対策実施要綱（令和５年12月１日付け５経営第2016号農林水産事

務次官依命通知。以下「実施要綱⑶」という。）別表の２「初期投資促

進事業」に関する事業計画書の認定及び変更手続並びに補助金の交付に

ついては、実施要綱⑴、実施要綱⑵、実施要綱⑶、担い手育成・確保等

対策事業費補助金等交付要綱（平成12年4月1日付け12構改Ｂ第350号農林

水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）及び北海道補助金

等交付規則（昭和47年北海道規則第34号。以下「交付規則」という。）

に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。 

  

第２ 事業の内容 

  実施要綱⑴別表の１「経営発展支援事業」、実施要綱⑵別表の６「初

期投資促進事業」及び実施要綱⑶別表の２「初期投資促進事業」の取組

への支援とする。 

 

第３ 助成額 

１ 本事業の交付対象者の補助対象経費は、実施要綱⑴（別記１）の第

５の２の（１）、実施要綱⑵（別記６）の第５の２の（１）及び実施

北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領 

 

令和４年７月１３日付け技普第693号農政部長通知 

改正 令和５年５月１１日付け技普第227号農政部長通知 

  

第１ 趣旨 

  新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月29日付け３経営第314

2号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱⑴」という。）別表の１

「経営発展支援事業」、及び新規就農者確保緊急対策実施要綱（令和３

年12月20日付け３経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「実施

要綱⑵」という。）別表の６「初期投資促進事業」に関する事業計画書

の認定及び変更手続並びに補助金の交付については、実施要綱⑴及び⑵、

担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱（平成12年4月1日付け1

2構改Ｂ第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）

及び北海道補助金等交付規則（昭和47年北海道規則第34号。以下「交付

規則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる

ものとする。 

  

 

 

第２ 事業の内容 

  実施要綱⑴別表の１「経営発展支援事業」、及び実施要綱⑵別表の６

「初期投資促進事業」の取組への支援とする。 

 

 

第３ 助成額 

１ 本事業の交付対象者の補助対象経費は、実施要綱⑴（別記１）の第

５の２の（１）又は実施要綱⑵（別記６）の第５の２の（１）の取組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国要綱の追加

に伴う整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

１に同じ 

 

 

 

 

 

１に同じ 
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要綱⑶（別記２）の第５の２の（１）の取組に必要な経費とし、国の

支援は補助率１／２、道の支援は補助率１／４を超えない範囲とする。

また、補助対象事業費の上限額は500万円とする。 

２ 略 

３ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当 

該青年就農者（当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図又 

は人・農地プランに位置付けられた者等に限る。）のそれぞれに対 

して１を適用して合算した額又は1,000万円のいずれか低い額を上 

限額とする。 

なお、令和５年度以前に経営開始している農業者が法人の役員 

に１名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とす

る。 

 

第４ 事業計画の承認 

１ 事業実施主体は、当該年度の事業計画を作成し、別に定める日まで

に市町村経営発展支援事業計画（実施要綱⑴（別記１）別紙様式第10

号）又は市町村初期投資促進事業計画（実施要綱⑵（別記６）別紙様

式第10号又は実施要綱⑶（別記２）別紙様式第10号）により総合振興

局長若しくは振興局長（以下「総合振興局長等」とする。）に提出し、

その承認を受けるものとする。また、事業実施主体は、実施要綱⑴（別

記１）の第９の２の（２）のア、実施要綱⑵（別記６）の第９の２の

（２）のア及び実施要綱⑶（別記２）の第９の２の（２）のアのポイ

ント付けについて、関連する書類の確認等に協力するものとする。 

 ２ 略 

 ３ ２により承認を受けた事業実施主体は、実施要綱⑴（別記１）の第

８の２、実施要綱⑵（別記６）の第８の２及び実施要綱⑶（別記２）

の第８の２に基づき交付対象者に対し経営発展支援事業計画等、又は

初期投資促進事業計画等（以降、計画等）を承認した後、当該計画等

を総合振興局長等へ提出することとする。 

 

第５～第１６ 略 

 

に必要な経費とし、国の支援は補助率１／２、道の支援は補助率１／

４を超えない範囲とする。また、補助対象事業費の上限額は500万円と

する。 

２ 略 

３ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当 

該青年就農者（当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図又 

は人・農地プランに位置付けられた者等に限る。）のそれぞれに対 

して１を適用して合算した額又は1,000万円のいずれか低い額を上 

限額とする。 

なお、令和４年度以前に経営開始している農業者が法人の役員 

に１名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とす

る。 

 

第４ 事業計画の承認 

１ 事業実施主体は、当該年度の事業計画を作成し、別に定める日まで

に市町村経営発展支援事業計画（実施要綱⑴（別記１）別紙様式第10

号）、又は市町村初期投資促進事業計画（実施要綱⑵（別記６）別紙

様式第10号により総合振興局長若しくは振興局長（以下「総合振興局

長等」とする。）に提出し、その承認を受けるものとする。また、市

町村は、実施要綱⑴（別記１）の第９の２の（２）のア、又は実施要

綱⑵（別記６）の第９の２の（２）のアのポイント付けについて、関

連する書類の確認等に協力するものとする。 

  

２ 略 

 ３ ２により承認を受けた事業実施主体は、実施要綱⑴（別記１）の第

８の２、又は実施要綱⑵（別記６）の第８の２に基づき交付対象者に

対し経営発展支援事業計画等、又は初期投資促進事業計画等（以降、

計画等）を承認した後、当該計画等を総合振興局長等へ提出すること

とする。 

 

第５～第１６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国要綱の改正

に伴う整備 

 

 

 

 

 

１に同じ 

 

３ 所用の整備 

 

 

 

 

１に同じ 
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第17 機械導入・施設工事等の実施 

 １～２ 略 

 ３ 事業実施主体は、交付対象者による機械の導入が完了したとき又は

施設工事等が完了したときには、別記第13号様式の補助事業に係る機械

導入完了報告書又は農政第200号様式のしゅん功届に関係書類を添え

て、総合振興局長等に提出するものとする。 

 ４～５ 略 

 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第18 補助事業の実績報告及び補助金の額の確定 

 １ 事業実施主体は、補助事業が完了したとき又は道の会計年度が終了

したときは、農政第28号様式の補助事業等実績報告書に、次に掲げる

関係書類を添えて、補助事業完了の日から30日以内又は翌年度の４月

５日までのいずれか早い日までに総合振興局長等に提出するものとす

る。 

第17 機械導入・施設工事等の実施 

 １～２ 略 

 ３ 事業実施主体は、機械の導入が完了したとき又は施設工事等が完了

したときには、別記第13号様式の補助事業に係る機械導入完了報告書又

は農政第200号様式のしゅん功届に関係書類を添えて、総合振興局長等

に提出するものとする。 

 ４～５ 略 

 

第18 契約等 

 １ 事業実施主体は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契

約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助

事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合

は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができるものとするが、

あらかじめ、別記第15号様式により、その理由、選定方法等を総合振

興局長等に報告しなければならない。 

 ２ 事業実施主体は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約

に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」とい

う。）に参加しようとする者に対し、交付要綱別記様式第２号による

指名停止等に関する申立書の提出を求めることとし、当該申立書の提

出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。 

 ３ 事業実施主体は、１による入札終了後、速やかにその結果を別記第1

6号様式により、総合振興局長等に報告するものとする。 

 ４ 総合振興局長等は、前項による入札結果報告・着工届を受理したと

きは、その写しを農政部長に提出するものとする。         

  

第19 補助事業の実績報告及び補助金の額の確定 

 １ 事業実施主体は、補助事業が完了したとき又は道の会計年度が終了

したときは、農政第28号様式の補助事業等実績報告書に、次に掲げる

関係書類を添えて、補助事業完了の日から30日以内又は翌年度の４月

５日までのいずれか早い日までに総合振興局長等に提出するものとす

る。 

 

 

３に同じ 

 

 

 

 

 

３に同じ 
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   また、道の会計年度が終了したときに行う実績報告には、併せて翌

年度以降における事業実施計画書を添付するものとする。 

 （１）事業実績書（農政第２号様式） 

 （２）経費の配分調書（農政第18号様式） 

 （３）補助金等精算書（農政第29号様式） 

  （４）事業精算書（農政第31号様式） 

  （５）市町村経営発展支援事業計画の写し、又は市町村初期投資促進 

事業計画の写し 

 （６）交付対象者実績報告兼助成金支払請求書（実施要綱⑴（別記１）

別紙様式第３号又は実施要綱⑵（別記６）別紙様式第３号又は実

施要綱⑶（別記２）別紙様式第３号） 

  ２ 総合振興局長等は、１の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合

においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現

地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第15号様式により

事業実施主体に通知するものとする。 

 ３ 総合振興局長等は、補助金の額の確定に伴い、既に確定額を超える

補助金が交付されているときには、別記第16号様式により事業実施主

体にその超過額の返還を命ずるものとする。 

 ４ 略 

 ５ 総合振興局長等は、補助金の額を確定したとき又は道の会計年度が

終了したときは、当該補助金に係る交付状況をとりまとめ、別記第17

号様式の補助金交付状況報告書に１の補助事業等実績報告書の写しを

添えて、速やかに農政部長に報告するものとする。 

 

第19 補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還 

  １～３ 略 

 

第20 帳簿及び書類の備え付け 

  事業実施主体は、実施要綱⑴（別記１）の第８の８の（１）又は実施

要綱⑵（別記６）の第８の８の（１）又は実施要綱⑶（別記２）の第８

   また、道の会計年度が終了したときに行う実績報告には、併せて翌

年度以降における事業実施計画書を添付するものとする。 

 （１）事業実績書（農政第２号様式） 

 （２）経費の配分調書（農政第18号様式） 

 （３）補助金等精算書（農政第29号様式） 

  （４）事業精算書（農政第31号様式） 

  （５）市町村経営発展支援事業計画の写し、又は市町村初期投資促進 

事業計画の写し 

 （６）交付対象者実績報告兼助成金支払請求書（実施要綱⑴（別記１）

別紙様式第３号、又は実施要綱⑵（別記６）別紙様式第３号） 

 

  ２ 総合振興局長等は、１の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合

においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現

地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第17号様式により

事業実施主体に通知するものとする。 

 ３ 総合振興局長等は、補助金の額の確定に伴い、既に確定額を超える

補助金が交付されているときには、別記第18号様式により事業実施主

体にその超過額の返還を命ずるものとする。 

 ４ 略 

 ５ 総合振興局長等は、補助金の額を確定したとき又は道の会計年度が

終了したときは、当該補助金に係る交付状況をとりまとめ、別記第19

号様式の補助金交付状況報告書に１の補助事業等実績報告書の写しを

添えて、速やかに農政部長に報告するものとする。 

 

第20 補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還 

  １～３ 略 

 

第21 帳簿及び書類の備え付け 

  事業実施主体は、実施要綱⑴別記１第８の８（１）又は実施要綱⑵別

記６第８の８（１）に定める帳簿等関係書類を、補助事業の完了の日の

 

 

 

 

 

 

 

１に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１に同じ 



- 5 - 

 

                                          （下線部分は改正部分） 

の８の（１）に定める帳簿等関係書類を、補助事業の完了の日の属する

年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

第 21 補助事業者等に対する調査等 

  略 

 

附則 

１ この要領は、令和４年７月１３日から施行する。 

 ２ １の規定にかかわらず、この要領は令和４年４月１日から適用する。 

 

附則 

 １ この要領は、令和５年５月１１日から適用する。 

 ２ 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領 

の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正 

後の別紙様式については、改正後の本要領を適用する。 

 

附則 

 １ この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

 ２ 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領 

の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正 

後の別紙様式については、改正後の本要領を適用する。 

 

別表 略 

（改正後要領参照） 

属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

 

第 22 補助事業者等に対する調査等 

略 

 

附則 

１ この要領は、令和４年７月１３日から施行する。 

 ２ １の規定にかかわらず、この要領は令和４年４月１日から適用する。 

 

附則 

 １ この要領は、令和５年５月１１日から適用する。 

 ２ 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領 

の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正 

後の別紙様式については、改正後の本要領を適用する。 

 

 

 

 

 

 

別表 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


